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○ 議案第1号～議案第7号 荒川財産区管理会財産区管理委員の選任について

※ 荒川財産区管理会財産区管理委員７人（定数７人）の任期が来る令和２年５月１８日を

もって満了することから、その後任について次のとおり選任するため、協和町（荒川、

峰吉川、船岡、淀川）財産区管理会条例第３条第１項の規定により、議会の同意を求める

ものであります。

１ 被選任候補者 ７人 ※年齢は、令和２年２月２１日現在

① 議案第 1号 今 野 庄 蔵 大仙市協和境字境４２番地

（再任） 昭和２６年１２月７日生（６８歳）

② 議案第 2号 三 浦 孝 一 大仙市協和上淀川字上淀川３５番地

（再任） 昭和２６年２月１２日生（６９歳）

③ 議案第 3号 進 藤 正 巳 大仙市協和荒川字下中野８番地１０

（再任） 昭和４０年７月８日生（５４歳）

④ 議案第 4号 阿 部 幸 基 大仙市協和荒川字上野１番地

（再任） 昭和２５年７月１４日生（６９歳）

⑤ 議案第 5号 近江屋 忠 之 大仙市協和荒川字番屋沢１１番地１

（再任） 昭和３１年１２月２５日生（６３歳）

⑥ 議案第 6号 鈴 木 武 夫 大仙市協和稲沢字堤ヶ沢出口６番地４６

（新任) 昭和２６年３月１２日生（６８歳）

⑦ 議案第 7号 茂 木 広 志 大仙市協和稲沢字本郷野１２番地

（再任） 昭和３０年９月２１日生（６４歳）

２ 任 期 令和２年５月１９日から令和６年５月１８日まで
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○ 議案第8号～議案第14号 峰吉川財産区管理会財産区管理委員の選任について

※ 峰吉川財産区管理会財産区管理委員７人（定数７人）の任期が来る令和２年５月１８日を

もって満了することから、その後任について次のとおり選任するため、協和町（荒川、

峰吉川、船岡、淀川）財産区管理会条例第３条第１項の規定により、議会の同意を求める

ものであります。

１ 被選任候補者 ７人 ※年齢は、令和２年２月２１日現在

① 議案第 8号 進 藤 実 大仙市協和峰吉川字高寺６番地

（新任） 昭和２９年１１月１７日生（６５歳）

② 議案第 9号 進 藤 勉 大仙市協和峰吉川字峰吉川９１番地１

（新任） 昭和２６年４月１１日生（６８歳）

③ 議案第10号 佐 藤 幸 雄 大仙市協和峰吉川字丁田３番地

（新任） 昭和２９年７月１７日生（６５歳）

④ 議案第11号 伊 藤 哲 憲 大仙市協和峰吉川字半仙６４番地８５

（新任） 昭和２４年５月４日生（７０歳）

⑤ 議案第12号 加 藤 久 雄 大仙市協和峰吉川字湯野沢４０番地

（新任） 昭和２７年３月２日生（６７歳）

⑥ 議案第13号 加 藤 正 幸 大仙市協和峰吉川字小平沢２２番地

（再任） 昭和２４年３月２７日生（７０歳）

⑦ 議案第14号 加 藤 恭 造 大仙市協和峰吉川字湯野沢１０５番地

（新任） 昭和２８年６月１４日生（６６歳）

２ 任 期 令和２年５月１９日から令和６年５月１８日まで

○ 議案第15号～議案第21号 船岡財産区管理会財産区管理委員の選任について

※ 船岡財産区管理会財産区管理委員７人（定数７人）の任期が来る令和２年５月１８日を

もって満了することから、その後任について次のとおり選任するため、協和町（荒川、

峰吉川、船岡、淀川）財産区管理会条例第３条第１項の規定により、議会の同意を求める

ものであります。

１ 被選任候補者 ７人 ※年齢は、令和２年２月２１日現在

① 議案第15号 澤 口 政 喜 大仙市協和船沢字畑ケ沢２０番地

（再任） 昭和２９年８月２３日生（６５歳）

② 議案第16号 島 田 男 大仙市協和船岡字上一ノ渡５４番地

（再任） 昭和２４年５月１０日生（７０歳）

③ 議案第17号 渡 恭 悦 大仙市協和船岡字合貝１０９番地

（再任） 昭和２３年２月２７日生（７１歳）

④ 議案第18号 加 藤 耕 成 大仙市協和船岡字宇津野２３番地

（再任） 昭和２４年１月３１日生（７１歳）

⑤ 議案第19号 佐 藤 重 孝 大仙市協和船岡字中庄内道ノ下３９番地

（再任） 昭和３２年４月２日生（６２歳）

⑥ 議案第20号 豊 嶋 一 郎 大仙市協和船岡字上宇津野１４２番地１

（新任） 昭和３８年１月１３日生（５６歳）

⑦ 議案第21号 豊 島 誠 一 大仙市協和船岡字上一ノ渡１２１番地

（再任） 昭和２３年１１月１１日生（７１歳）

２ 任 期 令和２年５月１９日から令和６年５月１８日まで
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○ 議案第22号～議案第28号 淀川財産区管理会財産区管理委員の選任について

※ 淀川財産区管理会財産区管理委員７人（定数７人）の任期が来る令和２年５月１８日を

もって満了することから、その後任について次のとおり選任するため、協和町（荒川、

峰吉川、船岡、淀川）財産区管理会条例第３条第１項の規定により、議会の同意を求める

ものであります。

１ 被選任候補者 ７人 ※年齢は、令和２年２月２１日現在

① 議案第22号 加 藤 金 司 大仙市協和中淀川字千着２４８番地

（再任） 昭和２４年１０月２１日生（７０歳）

② 議案第23号 今 浩 造 大仙市協和中淀川字白岩２２番地３

（再任） 昭和２２年６月２４日生（７２歳）

③ 議案第24号 安 田 正 一 大仙市協和中淀川字日暮山１番地２

（新任） 昭和２５年６月１２日生（６９歳）

④ 議案第25号 進 藤 秀太家 大仙市協和下淀川字馬場７５番地

（再任） 昭和２４年３月１７日生（７０歳）

⑤ 議案第26号 加 藤 正 善 大仙市協和小種字田中５７番地１

（再任） 昭和２４年１２月２３日（７０歳）

⑥ 議案第27号 加 藤 博 俊 大仙市協和小種字上台７０番地１

（新任） 昭和２４年３月１８日生（７０歳）

⑦ 議案第28号 佐 藤 英 敏 大仙市協和小種字鏡台１５２番地２

（新任） 昭和３０年８月１０日生（６４歳）

２ 任 期 令和２年５月１９日から令和６年５月１８日まで

○ 議案第29号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

※ 本市人権擁護委員の杉山美紀子氏（大曲地域）の任期が、来る令和２年３月３１日を

もって満了することから、その後任候補者の推薦について秋田地方法務局から依頼があり

ましたので、後任として和田美砂子氏（大曲地域）を推薦するため、人権擁護委員法第６条

第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。

和 田 美砂子 大仙市角間川町字小中島４９番地

（新規推薦） 昭和３２年１月１９日生（満６３歳）

○ 議案第30号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

※ 本市人権擁護委員の鈴木祐子氏（大曲地域）の任期が、来る令和２年３月３１日をもって

満了することから、その後任候補者の推薦について秋田地方法務局から依頼がありました

ので、後任として柴田敬史氏（大曲地域）を推薦するため、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求めるものであります。

柴 田 敬 史 大仙市若竹町１９番８号

（新規推薦） 昭和３１年１月２１日生（満６４歳）
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○ 議案第31号 令和元年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更について

※ 令和元年度大仙市スキー場事業特別会計に一般会計から繰り入れる事業資金の上限額を

６７，０２８千円以内から，９８，７６１千円以内に変更することについて、地方財政法

第６条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。

○ 議案第34号 大仙市役所部等設置条例の一部を改正する条例の制定について

※ 機構改革に伴う部等の事務分掌の見直しを行うものであります。

１ 市税に関する事務分掌を総務部から市民部に移管するものです。（第３条関係）

２ 施行期日 令和２年４月１日
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○ 議案第35号 大仙市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について

※ 会計年度任用職員の服務の宣誓に係る規定を整備するものであります。

１ 会計年度任用職員の服務の宣誓は、任命権者等の面前によらず宣誓書を提出することなど

別に定める方法により行うことができることとするものです。（第２条関係）

２ 施行期日 令和２年４月１日

○ 議案第36号 大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

※ 職員の時間外勤務手当などの額の算出方法を見直すものであります。

１ 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当などの１時間当たりの給与額の算出に

用いる算出基礎額（給料月額に地域手当を加えた額）に、寒冷地手当を加えるものです。

（第１９条関係）

２ 施行期日 令和２年４月１日

○ 議案第37号 大仙市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて

※ 経済情勢などの変化に伴う宿泊料等の高騰により常勤特別職並びに議会議員の旅費の額の

見直し等を行うものであります。

１ 市長の旅費のうち、日当を3,000円（改正前2,100円）に、宿泊料を14,800円（改正前

13,000円）に改めるものです。（第１条の規定による大仙市長及び副市長の給与及び旅費に

関する条例別表の改正規定関係）

２ 副市長、教育長、常勤監査委員、上下水道事業管理者並びに議会議員の旅費のうち、日当

（改正前2,000円）及び宿泊料（改正前12,000円）を上記１の市長の旅費と同額に改定する

ものです。

（第１条の規定による大仙市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例別表の改正規定、第２

条の規定による大仙市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の改正規定、

第３条の規定による大仙市監査委員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の改正規定、

第４条の規定による大仙市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例第5条の改正規定、第

５条の規定による大仙市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第5条の改正規定関係）

３ 一般職を含め、旅行の性質上困難である場合や宿泊施設の指定等の特別な事情がある場合

においては、条例に定める旅費によらず、協議の上、個々の事情に応じて旅費を調整して

支給することができることとするものです。（第６条の規定による大仙市職員等の旅費に

関する条例第29条の改正規定関係）

４ 施行期日 令和２年４月１日
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○ 議案第38号 大仙市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について

※ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の改正に伴う所要の改正を行う

ものであります。

１ 条文中の引用法律題名（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律）の改正及び

条ずれの整理（第６条関係）

２ 施行期日 公布の日

○ 議案第39号 大仙市公共施設修繕引当基金条例の一部を改正する条例の制定について

※ 本基金は、公共施設の大規模修繕を見据え平成２２年度に設置し公共施設の修繕に充てて

参りましたが、今後、公共施設の集約化による統廃合や、それに伴う解体事業が予定されて

いることから、公共施設の維持補修に加え、当該解体事業の財源としても本基金を充てる

ことができることとするものであります。

１ 題名を大仙市公共施設適正管理基金条例に改めるものです。（題名関係）

２ 解体事業についても基金を充てることができることとするものです。（第１条関係）

３ 施行期日 令和２年４月１日

○ 議案第40号 大仙市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について

※ 地方自治法の改正により、監査制度の充実強化等に係る制度改正が図られたことに伴い、

所要の改正を行うものであります。

１ 監査の公表規定において、今般、監査基準の策定や勧告制度の導入など法律で整備された

引用条項を加えるなどの条文整理を行うものです。（第９条関係）

２ 所要の引用条項ずれの整理（第５条関係）

３ 施行期日 令和２年４月１日

○ 議案第41号 大仙市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

※ 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する

法律の施行を受けて印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことに伴い、所要の改正を行う

ものであります。

１ 印鑑登録を受けることができない者に、意思能力を有しない者（改正前は成年被後見人）

を規定するものです。（第２条関係）

２ 所要の文言整理（第４条、第５条、第８条、第１１条）

３ 施行期日 公布の日
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○ 議案第42号 大仙市牧野条例の一部を改正する条例の制定について

※ 牧野の一部を廃止するものであります。

１ 採草地としての利用見込みのない次の牧野を廃止するものです。（別表関係）

① 下戸川牧野（大沢郷宿）

② 黒森山牧野（刈和野）

③ 田中東沢牧野（ 〃 ）

④ 白山堂下牧野（北野目）

⑤ 大台団地（太田町川口）

⑥ 神口沢牧野（南外字神口沢）

２ 施行期日 令和２年４月１日

○ 議案第43号 大仙市中仙地域農業総合管理施設条例の一部を改正する条例の制定について

※ 中仙地域農業総合管理施設（道の駅なかせん（こめこめプラザ））の施設及び設備に

ついて、利用実態に即した利用区分とするものであります。

１ 地元特産品加工グループの利用に供している農業情報管理室及び情報化研究室の施設区分

を廃止するほか、パーソナルコンピューター及び映像設備の使用に係る利用料金規定を削る

ものです。（別表関係）

２ 施行期日 公布の日

○ 議案第44号 大仙市観光情報センター条例の一部を改正する条例の制定について

※ 観光情報センター（大曲駅舎内）の管理は、直営により管理することとして条例規定して

おりますが、今後は指定管理者又は市直営のいずれにおいても管理を行うことができること

とするとともに、広告及び物品等の掲示・展示箇所を拡大することに伴い、関連規定を整備

するものであります。

１ 指定管理者又は市直営のいずれにおいても管理を行うことができることとするものです。

（第１２条から第１８条まで関係）

２ 東西自由通路のほか、インフォメーションホール内及びふれあい広場（1階）にも広告及び

物品等の掲示や展示箇所を設けることに伴う規定の整備（第４条、別表関係）

３ 施行期日 令和２年４月１日

○ 議案第45号 大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について

※ 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行により特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであり

ます。

１ 副食費の取扱いに係る規定の整理（第１３条関係）

２ その他所要の規定の整理（第2条、第3条、第5条、第7条、第8条、第13条、第14条、第17条

から第20条まで、第27条、第32条、第34条から第43条まで、第46条、第47条、第49条から

第52条まで、附則第2条及び附則第3条関係）

３ 施行期日 公布の日
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○ 議案第46号 大仙市立大曲病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

※ 地方自治法の改正に伴う所要の改正を行うものであります。

１ 引用条項ずれの整理（第４条関係）

２ 施行期日 令和２年４月１日

○ 議案第47号 大仙市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

※ 道路法施行令の改正に伴う道路占用料の額を改定するものであります。

１ 固定資産税評価額の評価替え等を踏まえた道路占用料の改定を行うものです。（別表関係）

２ 施行期日 所要の経過措置を設け令和２年４月１日

○ 議案第48号 大仙市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

※ 民法の改正に伴う所要の改正を行うものであります。

１ 民法の法定利率（年5%）が変動利率に改められたことに伴い、市営住宅の明渡しを請求

する場合に徴収する金銭の計算に用いる利率を改めるものです。（第３６条関係）

２ 引用条項整理（第５条関係）

３ 施行期日 所要の経過措置を設け令和２年４月１日

○ 議案第49号 大仙市大曲駅前第二地区都市再生住宅条例の一部を改正する条例の制定について

※ 大曲駅前第二地区都市再生住宅の共同施設の一部を用途廃止するものであります。

１ 共同施設のうち、高齢者生活相談所及び子育て支援施設については、地域における高齢者

の日常生活に関する相談業務や子育て世帯の交流の促進の事業に供しておりますが、これら

に加え、就労支援事業（ひきこもり者に対する支援事業）にも活用したいことから、当該

共同施設の用途を廃止するものです。（第２条、第３条関係）

２ 施行期日 令和２年４月１日

○ 議案第50号 大仙市建築物エネルギー消費性能向上計画等認定手数料条例の一部を改正する条例

の制定について

※ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴う所要の改正を行うもので

あります。

１ 共同住宅の建築物エネルギー消費性能基準において廊下や階段などの共用部分を除いて

評価する簡易評価方法が導入されたことに伴う条文整理を行うものです。（第２条、別表第１

関係）

２ 所要の文言整理（別表第２関係）

３ 施行期日 令和２年４月１日
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○ 議案第51号 大仙市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

※ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴う所要の改正を行うもので

あります。

１ 共同住宅の低炭素建築物新築等計画の認定において廊下や階段などの共用部分を除いて

評価する簡易評価方法が導入されたことに伴う条文整理を行うものです。（第１条関係）

２ 施行期日 令和２年４月１日

○ 議案第52号 大仙市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について

※ 簡易水道事業の給水区域の拡張や農業集落排水施設の公共下水道への接続に伴う所要の

改正を行うものであります。

１ 神宮寺地区簡易水道事業及び南外地区簡易水道事業の給水区域の拡張に伴い、給水区域、

給水人口及び給水量を見直すものです。（別表第１関係）

２ 神岡及び仙北地域の農業集落排水施設（神岡東部地区、薬師地区、福田地区及び払田地区）

を公共下水道事業に接続することに伴い、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業

の計画処理区域面積、計画処理人口及び１日最大処理水量を見直すものです。（別表第２関係）

３ 引用条項ずれの整理（第５条関係）

４ 施行期日 令和２年４月１日

○ 議案第53号 大仙市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

※ 水道法及び水道法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。

１ 指定給水装置工事事業者の指定において指定の更新制度（5年）が設けられたことに伴い、

手数料（15,000円）を規定するものです。（第３６条関係）

２ 引用条項ずれの整理（第３９条関係）

３ 施行期日 令和２年４月１日
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○ 議案第54号 大仙市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について

※ 下水道、農業集落排水設備及び戸別浄化槽（以下「下水道等」という。）については、

令和元年度から５年間の経過措置を設け、一部において実施している利用人数に応じた定額

の使用料を徴収する定額制を廃止し、排水量に応じて使用料を徴収する従量制に移行します。

令和元年度においては、市の水道水を利用している下水道等利用世帯について７月から

従量制に移行したところですが、令和２年度以降においては、市の水道水以外の組合水道や

井戸水を利用している下水道等利用世帯について、順次従量制に移行することとし所要の

改正を行うものであります。

１ 市の水道水以外の水を下水道等に排除する場合におけるメーターの設置などに係る規定を

整備するものです。

（第１条の規定による大仙市下水道条例第15条の改正規定、第２条の規定による大仙市農業集

落排水施設の管理に関する条例第15条の改正規定、第３条の規定による大仙市戸別浄化槽の整備

に関する条例第10条の改正規定関係）

２ 下水道使用料等の滞納処分に係る事務の委任に係る規定を整備するものです。（第１条の

規定による大仙市下水道条例第15条の2の改正規定関係）

３ 施行期日 所要の経過措置を設け令和２年４月１日

○ 議案第55号 大仙市南外多目的集会施設設置条例を廃止する条例の制定について

※ 南外地域の本川地域多目的集会所については、利用実績がなく、施設を廃止するもので

あります。

１ 大仙市南外多目的集会施設設置条例の廃止

２ 施行期日 令和２年４月１日

○ 議案第56号 大仙市協和農作業準備休養施設設置条例を廃止する条例の制定について

※ 大仙市協和農作業準備休養施設については、利用実績がなく、施設を廃止するものであり

ます。

１ 大仙市協和農作業準備休養施設設置条例の廃止

２ 施行期日 令和２年４月１日

○ 議案第57号 大仙市へき地保育所条例を廃止する条例の制定について

※ 今年度をもって高畑保育園を廃止することに伴い、条例を廃止するものであります。

１ 大仙市へき地保育所条例の廃止

２ 施行期日 令和２年４月１日
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○ 議案第58号 大仙市中里温泉条例の制定について

※ 中里温泉の管理は、指定管理者による管理としておりますが、今後は指定管理者又は

市直営のいずれにおいても管理を行うことができることとして、新たに中里温泉条例を制定

するとともに、既存の関連３条例を廃止するものであります。

１ 設置（第１条関係）

２ 利用の許可、利用の制限、利用許可の取消し等（第２条から第４条まで関係）

３ 利用権の譲渡等の禁止（第５条関係）

４ 使用料、使用料の減免、使用料の不還付等（第６条から第８条まで関係）

５ 指定管理者による管理、指定管理者の業務等、管理の基準（第９条から第１１条まで関係）

６ 利用料金、利用料金の承認・減免・不還付等（第１２条から１５条まで関係）

７ 原状回復義務（第１６条関係）

８ 損害賠償義務（第１７条関係）

９ 委任（第１８条関係）

10 施行期日 令和２年４月１日

11 中里温泉関連３条例の廃止（附則第２項関係）

① 太田就業改善センター条例の廃止

② 太田ふるさと館条例の廃止

③ 太田南部コミュニティ・センター条例の廃止

○ 議案第59号 新市建設計画（大仙市まちづくり計画）の変更について

※ 合併特例債を活用することができる期間が延長されたことに伴い、計画期間を令和６年度

まで５年間延長し、企業団地整備事業や駅舎のバリアフリー環境整備事業を加えるなどの

計画変更を行うものであります。

○ 議案第60号 市道の路線の認定及び廃止について

※ 市道の路線について、次のとおり認定及び廃止するものであります。

１ 認定する路線 ４３路線 実延長 14,331.80ｍ

２ 廃止する路線 ３６路線 実延長 21,674.50ｍ

３ これにより、市道の路線数は6,593路線(7路線増)、実延長は3,155,146.54ｍ(7,342.7ｍ減)

となります。

○ 議案第61号 令和２年度大仙市企業団地整備事業特別会計への繰入れについて

※ 令和２年度大仙市企業団地整備事業特別会計に令和２年度大仙市一般会計から

１３，１００千円以内を繰り入れることについて、地方財政法第６条の規定に基づき、議会

の議決を求めるものであります。

○ 議案第62号 令和２年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入れについて

※ 令和２年度大仙市スキー場事業特別会計に令和２年度大仙市一般会計から４０，２６４

千円以内を繰り入れることについて、地方財政法第６条の規定に基づき、議会の議決を求め

るものであります。
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